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令和元年１０月２４日  

福島県土木部建築住宅課  

 

台風１９号により住宅が被災した方への県営住宅等の提供について 

（いわき地区の募集詳細 及び 県北、県中、県南、会津若松、相双地区の第２次募集について） 

 

１ いわき地区の募集詳細 

いわき市と合同で提供する市・県営住宅について、対象団地・戸数が決まりましたの

でお知らせします。 

なお、申込窓口に変更及び追加があります。 

詳細については、別紙をご覧ください。 

 

○対象団地・戸数  市営住宅         ３団地  ２１戸 

                市災害公営住宅      ９団地  ９４戸 

                県復興公営住宅     １０団地 １４０戸 

 

 

２ 県北、県中、県南、会津若松、相双地区の第２次募集 

現在、申し込み受付中の県北、県中、県南、会津若松、相双地区県営住宅について、第

２次募集を実施することとし、準備を進めております。 

   詳細が決まり次第公表させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



令和元年 10月２４日 

いわき市・福島県 

報道機関各位 

 

 

令和元年台風 19号により住宅が被災した方へ、市・県営住宅等を一時的な避難先として

提供します。 

 

１ 対象となる方 

  台風 19号により住宅が被災（全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水）し、継続的な居住が

困難となった方 ※収入基準要件、同居親族要件は問いません。 

２ 提供の内容 

 ⑴ 提供期間 

   原則３カ月（被災した住宅の修繕、復旧状況により延長あり） 

   使用開始日は、令和元年 11月上旬頃を予定しています。 

 ⑵ 使用料等について 

  ア 住宅及び駐車場の使用料は無償とします。 

  イ 光熱水費、共益費、自治会費などは、使用者の負担となります。 

  ウ 退去する際の修繕に係る負担は免除します。 

    ただし、使用者の故意又は過失による毀損等は、原状回復費用を負担いただきます。 

 ⑶ 駐車場 

   住宅の提供とあわせて１区画（１台分）を提供します。 

３ 募集及び抽選について 

 ⑴ 募集について 

  ア 募集期間 令和元年 10月 25日（金）～10月 31日（木）まで（土、日を含む） 

         注）先着順ではありませんのでご注意ください！ 

  イ 募集住宅 「募集住宅一覧」のとおり 

  ウ 申込要件 上記１「対象となる方」に該当する方で、市町村より「り災証明書」が交

付されている又は交付見込みであり、居住できる住宅がないこと。 

  エ 申込窓口及び受付時間 

受付窓口 窓口開設日 開設時間 

市文化センター3 階小会議室 10月 25日～31日 9時 00分から 17 時 00分まで 

小川公民館 10月 25日～31日 8時 30分から 17 時 00分まで 

市営上好間団地集会所 10月 25日～31日 8時 30分から 17 時 00分まで 

平窪現地対策事務所(平第四小学校内） 10月 26日・27日 9時 00分から 16 時 00分まで 

赤井現地対策事務所(赤井公民館内) 10月 26日～31日 9時 00分から 16 時 00分まで 

  オ 申込時の提出書類    

書類 必要な時 提出先 

⑴  申込書【様式１】 募集申込み時 各受付窓口 

⑵  り災証明書※ 

⑶  誓約書【様式２】 

⑷  緊急連絡人届出書【様式３】 

  ※ り災証明書の添付については、交付見込みでも可です。なお、「り災証明書」が提出されない若しくは

床下浸水など要件に合わない場合は、住宅を明け渡していただくことになりますのでご注意ください。 
  【ホームページＵＲＬ】http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1571453025883/index.html 

⑵ 抽選について 

  ア 抽選日 

   ・ 令和元年 11月３日（日） 

   ※ 抽選結果については、抽選日以降、申込書記載の連絡先へお知らせします。 

市・県営住宅等（一時提供住宅）のご案内 



  イ 住宅の確保が特に必要な世帯（高齢者世帯、障がい者世帯、母子父子世帯、未就学児

のいる世帯、ＤＶ被害者、犯罪被害者及び多子世帯）の方については、優先的な提供に

配慮します。 

４ その他 
   今回の市・県営住宅等の提供をうけた方のうち、災害救助法に定める要件に該当する方については、 

民間借り上げ住宅制度又は住宅の応急修理制度いずれかの活用が可能です。 

 

□ 募集住宅一覧 

１ 市営住宅等                                                            (戸) 
種別 団地名 所在地 提供可能 

予定戸数 

車イス専用住宅

（内数） 

市営住宅 船戸 鹿島町船戸字林下５ ８  

和具 四倉町字和具 4-1 ４  

関船 常磐関船町三丁目 2-1 ９  

災害公営住宅 久之浜東 久之浜町久之浜字川田 23 22  

四倉南(ﾍﾟｯﾄ可) 四倉町上仁井田字矢ノ田 10-2  ２  

四倉南 四倉町上仁井田字矢ノ田 10-2  ９  

沼ノ内 平沼ノ内字西原 150 ３  

薄磯 平薄磯字北ノ作 79 14  

豊間(ﾍﾟｯﾄ可) 平豊間字榎町 202-2 ３  

豊間 平豊間字榎町 202-2 20 １ 

内郷砂子田 内郷高坂町字砂子田 1-3 ６  

関船（災害） 常磐関船町三丁目 2-1 ５  

錦 錦町鵜ノ巣 23 ５  

関田 勿来町関田飯ノ辺前 3-3 ５  

計 １１５ １ 

２ 県営住宅等                               (戸) 
種別 団地名 所在地 提供可能 

予定戸数 

車イス専用住宅

（内数） 

復興公営住宅 湯長谷 常磐上湯長谷町五反田 131 ４  

下神白 小名浜下神白字館ノ腰 9-1外 32  

宮沢 内郷宮町宮沢 61-41 ６  

関船(復興) 常磐関船町二丁目 13-6 外 ２  

高萩(ﾍﾟｯﾄ可) 小川町高萩字上代 24-1 外 ４  

中原(ﾍﾟｯﾄ可) 小名浜字中原 8-1 ４  

中原 小名浜字中原 8-1 20  

勿来酒井 勿来町酒井青柳 8-2 20  

北好間(ﾍﾟｯﾄ可) 好間町北好間字沢小谷 46-1 外 ６  

北好間 好間町北好間字外川原 1-4 外 ５  

泉本谷 泉町本谷字八合 7-1 外 23 ３ 

磐崎 常磐下湯長谷町字一町田 1-1 14 １ 

計 １４０ ４ 

 
【問い合わせ先】 

                                               いわき市土木部住宅営繕課    

℡ 0246-22-7497        

福島県いわき建設事務所 行政課 

℡ 0246-24-6109        


